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No. 事業名 担当課 ページ番号 

2-1 
公共交通補助事業 

うち「コミュニティバス路線運行補助金」 
交通政策課 P 1 ～ P 8 

2-2 福祉タクシー料金助成事業 障がい者支援課 P 9 ～ P22 

2-3 
障害者（児）医療費助成事業（市） 

高齢障害者医療費助成事業（市） 
医療助成年金課 P23 ～ P31 

2-4 世代間交流学習会事業補助金交付事業
社会教育・スポーツ振

興課 
P32 ～ P43 

 

平成２９年度加古川市公開事業評価 



公開事業評価結果一覧 

＜２日目＞ 

No. 事業名 担当課 

評価区分 

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） 

廃止及び 
抜本的見直し

要改善 現状維持 拡充 

2-1 

公共交通補助事業 

うち「コミュニティバス

路線運行補助金」 

交通政策課     

2-2 
福祉タクシー料金助

成事業 

障がい者支援

課 
    

2-3 

障害者（児）医療費助

成事業（市） 

高齢障害者医療費助

成事業（市） 

医療助成年金

課 

    

2-4 
世代間交流学習会事

業補助金交付事業 

社会教育・ス

ポーツ振興課

    

 



（ ）

コ
ス
ト

事業内容
（手段、手法など）

人
件
費

6080.08

千円

千
円

千
円

61,000

千円

事
業
費

事業費内訳
（平成28年度分）

事業費合計

千円

78,551 千円

千円

千円

人

福祉コミュニティ基金繰入金
その他特財

人

千円千円

24,931 千円

78,551

一般財源

財源合計 千円 71,001

10,001

千円

人担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金

千円

0.08 千円

61,000

臨時職員等

608

財源

内訳

地方債

85,931

人

79,993

0.08 人

　平成13年度に実施した市民意識調査の結果等から、バス交通への満足度が低かったことや、人
口が集中しているにも関わらず公共交通が未整備の地域があったため、当該地区を運行するバス
路線の検討を行った。
　その際、民間バス会社が新規路線を新たに運行することは採算面から厳しいことが予想された
ため、市主体で企画し、平成15年度より運行を開始した。

43

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

77,943 千円79,385

千
円

事業者に対し、かこバスの運行による損失（運行
に要する経費－運賃収入）を補填する。

事業内容（箇条書き） 事業費

79,385
千
円

公共交通空白地の解消
移動困難者の移動手段の確保

活動指標

かこバス運行回数
かこバス運行経費補填額

対象者数（全住民に対する割合）

千円

対　象
（誰・何を対象に） ％

関連事業
（同一目的事業等）

バス対策（国庫協調路線維持）補助、バス対策（県単独補助路線維持）補助、バス対策（生活交通路線維持）補助
地域バス路線運行補助、三木鉄道代替バス運行補助、生活バス路線運行補助、かこバスミニ路線運行補助

28年度（決算） 27年度（決算） 26年度（決算）

■補助金〔直接〕（補助先：神姫バス株式会社　実施主体：神姫バス株式会社）

114,655 人

千円608

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

千円

6080.08 人

補助金　79,385,000円

千円

千円608

千円

千円

人 人

71,001 千円

千円人

千円

千円

61,244 千円

17,307 千円千円

千円

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 都市計画部

瀧石　弘

予算事業名 平成15年度

道路運送法、加古川市コミュニティバス路線運行補助金交付要綱 担当課･係名

公共交通機能を充実する

公共交通補助事業（うちコミュニティバス路線運行補助金）

交通政策課・公共交通係

事務区分

上位施策事業名

根拠法令等

■自治事務　　□法定受託事務

実施の背景

目　的
（何をどうしたいのか）

千円

国県支出金の内容

千円

千円

18,993

61,000千円

0.08 人

その他特財の内容

85,931

事
業
概
要

608

千円

0.08

千円

□直接実施

かこバス沿線人口

29年度（予算）

千円

608 0.08

0.08 人

千円

70,393千円85,323

人

総事業費

実施方法

608

千円

79,993

事業番号２-１ 平成29年度
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 平成15年度公共交通補助事業（うちコミュニティバス路線運行補助金）

事業番号２-１ 平成29年度

単位当たりコスト

単位 Ｈ27年度

618,377/680,000

成果目標
（指標設定理由等）

【活動指標名】（実績値/目標値）

かこバス運行回数

活動実績

事
業
成
果

成果
（目標達成状況）

かこバス運行経費補填額 千円 79,385/-

／
かこバス運行経費

補填額

681,276/680,000

事
業
実
績

Ｈ28年度

50,168/-

かこバス利用者１人当たりの補助額 円

1,582

かこバス利用者数 人

Ｈ28年度

％

加古川市における新しいコミュニティ交通の導入事例
・かこタクシー（平成17年度より）
・上荘くるりん号（平成24年度より）

特記事項

1,497円

/

□拡充　■維持　□縮小　□改善　□統合　□廃止　□休止　□完了

/

117/200

-

46,910/-

Ｈ26年度

Ｈ26年度

1,662

110/200

【成果指標名】（実績値/目標値）

640,482/680,000

バスの便利さに満足している市民の割合

70,393/-

　交通事業者に対して、公共交通運行による損失を補填することで、路線バスの維持と公共交通
不便地域の解消を図っている。事

業
の
自
己
評
価

事務事業
評価結果

今後の事業
の方向性、

課題等

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

コミュニティバス（平成28年度）
加古川市　かこバス　　　　年間利用者数　　681,276人
明石市　　Tacoバス　　　　年間利用者数　1,063,415人
高砂市　　じょうとんバス　年間利用者数　　122,635人

126/200

33.7/41.033.3/41.0

/

/

47,012/-回

Ｈ27年度

　加古川市地域公共交通プランにおいて、平成３８年度までにかこバスの利用者数を６８万人以
上、市民意識調査におけるバスの便利さに対する満足度を４１％以上とすることを目標としてい
る。
　また、運行経費補填額を利用者数で割った利用者１人当たり補助額をかこバス１回あたりの運
賃２００円以下とすることを目標としている。

単位

77,943/-

//

かこバス運行回数

　自家用車の普及による公共交通利用者の減少に伴い、既存バス路線の廃止、減便が進んでいる
一方で、高齢化の進展により、将来的に自家用車の運転が困難となり、移動手段の確保が困難と
なる方が増えていくことが予測されるため、さらなる公共交通網の充実が求められる。
　かこバスの運行により、市南部地域では公共交通網の充実が図れているが、市北部地域では、
かこバス運行の要望は多くあるものの、住宅地が分散していることや道路事情等により大型車両
での運行が困難であり、公共交通不便地域の解消に至っていない。
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（ ）

（ ）

（ ）

委託・指定管理・補助等　対象団体シート（概要説明書）
予算事業名 公共交通補助事業うち「コミュニティバス路線運行補助金」 事業開始年度 平成15年度

団体名 神姫バス株式会社

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

　平成15年にコミュニティバス導入に当たり、運行事業者の公募を行った結果、神姫バス株式会社のみ応募が
あったため、同社に運行依頼を行うこととなった。
　かこバスの運行による損失について、「加古川市コミュニティバス路線運行補助金交付要綱」を支出根拠とし
て、加古川市が神姫バス株式会社に補助金として支払っている。

当該事業の
団体における
収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 0 千円 人件費 124,532

市町村からの財政支出金 79,385 千円 車両修繕費 14,020 千円

千円

県からの財政支出金 0 千円 燃料油脂費 14,708 千円

千円

補助金 79,385 千円 その他の運行経費 17,750 千円

委託料・指定管理料 0 千円 減価償却費 8,175

その他 0 千円 一般管理費

【参考】キロ当たり単価による経常経費
※補助金算出にあたってはキロ当たり単価を使
用

177,804 千円

15,584 千円

その他 運送収入等 98,415 千円 その他の経費 236 千円

総計 177,800 千円

総計 195,005 千円

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

団体概要

資本金 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤
うち

（出向／OB） 非常勤
うち

（出向／OB） 監事
うち

（出向／OB）

市出資金 千円 役員

出資比率 ％ 職員

千円 人件費 千円

事業費 千円

県からの財政支出金 千円 管理費 千円

千円 総計 千円

委託料・指定管理料 千円 その他

その他 千円

千円

補助金

財務諸表URL https://www.shinkibus.co.jp/ir/ir_index.html

総計 千円 収支差 千円

その他 千円

特記事項

負債総額：　　　円　　　資本総額：　　　円
利益剰余金（もしくは欠損金）：　　　円

団体全体の
収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金

事業番号２-１ 平成29年度
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加古川市の公共交通の概要 

 

（１）鉄道 

市内の鉄道は、東西にＪＲ山陽本線と山陽電鉄本線が、南北にＪＲ加古川線が走っており、鉄

道駅は、ＪＲ山陽本線の加古川駅、東加古川駅、山陽電鉄本線の別府駅、浜の宮駅、尾上の松駅、

ＪＲ加古川線の日岡駅、神野駅、厄神駅の８駅があります。 

また、市民が利用する鉄道駅として、播磨町、明石市との境界にＪＲ山陽本線土山駅が、高砂

市との境界にＪＲ山陽本線宝殿駅があります。 

朝夕のピーク時には、ＪＲ山陽本線は 12～18 本／時、山陽電鉄本線は７～９本／時、ＪＲ加

古川線は３本／時の運行があります。 

 

（２）民営路線バス（神姫バス） 

市内の民営路線バスは、主に鉄道駅を中心に運行しています。運行距離は近年落ち込んでおり、

平成 22 年度は 1,312 千㎞、平成 27 年度は 1,113 千㎞と約 15％減少しています。 

利用者が見込めない路線を減便する等で、収支率は維持していますが、運行が１時間に１本未

満の路線もあり、便利にバスを活用できない地域があります。 

 

（３）自治体主導バス（かこバス・かこタクシー・病院ライナー） 

 ①かこバス 

かこバスは、人口が集中しているにも関わらず、公共交通が未整備であった主に市南東部をカ

バーするため、平成 15 年 10 月から運行しています。 

３ルートを平日は 44～64 本、休日は 28～45 本ときめ細やかに運行しており、市民の移動

手段として定着しています。 

 

 ②かこタクシー 

かこタクシーは、高齢化が著しい主に市北西部の移動手段確保のため、平成 17 年６月から運

行しています。平成 27 年 10 月には、路線バスの廃止を受け、ルートの延伸及び生活利便施設

へのアクセス等の見直しを行いました。 

 

 ③病院ライナー 

病院ライナーは、加古川中央市民病院（加古川町本町）の開院に併せ、平成 28 年７月から運

行しています。加古川西市民病院（米田町平津）の閉院に伴い、市北西部地域の住民の交通アク

セス確保のため、宝殿駅と加古川中央市民病院の２点間のみを結ぶルートを運行しています。 
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（４）地域主導バス（上荘くるりん号・かこバスミニしろやま号） 

 ①上荘くるりん号 

上荘くるりん号は高齢化率の高い上荘町の日常の移動手段を確保するため、平成 25 年３月か

ら地域のボランティアにより運行しています。 

平成 26 年 10 月からは、スーパー等にアクセスするルートの見直し等を行ったことで、利用

者が増加しています。 

 

 ②かこバスミニしろやま号 

かこバスミニしろやま号は、路線バスの廃止を受けて、平成 28 年 11 月から交通事業者によ

り運行しています。地域住民主導で創りあげる地域主導バスのモデル路線として導入し、これま

で公共交通機関の導入がなかった地域において、スーパーや医療機関を結ぶ移動手段となってい

ます。 

 

（５）公共交通によるカバー状況 

ＪＲ山陽本線・加古川線及び山陽電鉄本線の各駅を中心に半径１㎞、各バス停を中心に半径

500ｍを公共交通勢圏（徒歩圏）と設定すると、市民の約９割が公共交通勢圏に居住しているこ

とになりますが、鉄道・路線バスがまったく運行していない公共交通空白地域が約１割残ってい

ます。 

また、バスの運行本数をみると、

便利に利用することができない地域

もあります。バスが１日 30 本（ほ

ぼ１時間に１往復）以上運行してい

る地域を「公共交通を便利に利用す

ることができる地域」と設定すると、

それ以外の公共交通不便地域に居住

する人は約２割になっています。 

 

不便地域
50,115人
（19％）

利便地域
194,237人
（73％）

公共交通
サービス人口
244,352人
（92％）

公共交通
空白人口
21,124人
（８％）
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＜加古川市の公共交通網図＞ 

 

 

＊） 平成 28（2016）年 11 月データ。
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かこバス（運行事業者：神姫バス(株)）

年度 系統名 実車走行距離
年間運行便数

（A)
輸送人員

(B)
１便あたりの

乗車人数(B/A)
運送経費

(C)
運送収入

(D)
収支率
(D/C)

補助額
(E)＝(C)-(D)

一人当たり
(E)/(B)

東加古川ルート 142,222.0km 16,732便 245,344人 14.7人 60,067,514円 35,610,017円 59.3% 24,456,000円 99.7円 

別府ルート 126,820.4km 16,001便 213,833人 13.4人 53,562,668円 31,037,225円 57.9% 22,524,000円 105.3円 

鳩里・尾上ルート 128,027.9km 14,069便 159,200人 11.3人 54,072,607円 23,108,878円 42.7% 30,963,000円 194.5円 

合計 397,070.3km 46,802便 618,377人 13.2人 167,702,789円 89,756,120円 53.5% 77,943,000円 126.0円 

東加古川ルート 142,426.0km 16,756便 251,517人 15.0人 58,417,407円 36,394,023円 62.3% 22,023,000円 87.6円 

別府ルート 127,024.8km 16,026便 219,613人 13.7人 52,100,471円 31,777,007円 61.0% 20,321,000円 92.5円 

鳩里・尾上ルート 128,137.1km 14,081便 169,352人 12.0人 52,556,650円 24,506,354円 46.6% 28,049,000円 165.6円 

合計 397,587.9km 46,863便 640,482人 13.7人 163,074,528円 92,677,384円 56.8% 70,393,000円 109.9円 

東加古川ルート 163,863.0km 19,278便 270,674人 14.0人 68,179,778円 39,102,398円 57.4% 29,077,000円 107.4円 

別府ルート 135,295.6km 16,807便 235,223人 14.0人 56,296,728円 33,981,722円 60.4% 22,313,000円 94.9円 

鳩里・尾上ルート 128,155.3km 14,083便 175,379人 12.5人 53,327,834円 25,331,820円 47.5% 27,995,000円 159.6円 

合計 427,313.9km 50,168便 681,276人 13.6人 177,804,340円 98,415,940円 55.4% 79,385,000円 116.5円 

↑半期毎、千円未満端数切捨

かこタクシー（運行事業者：（一社）兵庫県タクシー協会 東播支部）

年度 実車走行距離
年間運行便数

（A)
輸送人員

(B)
１便あたりの

乗車人数(B/A)
運送経費

(C)
運送収入

(D)
収支率
(D/C)

補助額
(E)＝(C)-(D)

一人当たり
(E)/(B)

平成２６年度 58,207.1km 7,114便 17,366人 2.4人 12,576,622円 2,504,420 19.9% 10,071,000円 579.9円 

平成２７年度 60,664.0km 7,114便 20,945人 2.9人 15,393,701円 3,368,030 21.9% 12,023,000円 574.0円 

平成２８年度 63,486.0km 7,124便 22,863人 3.2人 14,619,994円 4,054,171 27.7% 10,564,000円 462.1円 

↑４半期毎、千円未満端数切捨

上荘くるりん号（自家用有償旅客運送）※上荘公共交通協議会に運行委託

年度 実車走行距離
年間運行便数

（A)
輸送人員

(B)
１便あたりの

乗車人数(B/A)
運送経費

(C)
運送収入

(D)
収支率
(D/C)

補助額
(E)＝(C)-(D)

一人当たり
(E)/(B)

平成２６年度 22,271.6km 1,446便 1,894人 1.3人 802,973円 200,000 24.9% 602,973円 318.4円 

平成２７年度 16,040.6km 960便 2,907人 3.0人 1,378,261円 259,000 18.8% 1,119,261円 385.0円 

平成２８年度 15,831.6km 948便 3,111人 3.3人 976,801円 278,000 28.5% 698,801円 224.6円 

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

加古川市コミュニティ交通事業実績一覧
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（ ）

コ
ス
ト

事業内容
（手段、手法など）

人
件
費

1,6730.22

千円

千
円

千
円

千
円

千円

千円

10,974 千円

千円

千円

人

その他特財

人

千円千円

10,953 千円

10,974

一般財源

財源合計 千円 11,171

11,171

千円

人担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金

千円

0.22 千円

臨時職員等

1,673

財源

内訳

地方債

10,953

人

10,644

0.22 人

　重度の障がい者（児）については、鉄道やバスなどの公共交通機関や自家用車での移動が難しい者も
少なくない。そのため、日常生活の移動手段を支援などを通じ、イベント等への参加など生活行動範囲の
拡大が求められている。

1.45

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

9,301 千円8,971

千
円

対象者にタクシー利用券を交付（１乗車につき１
枚（500円分）、48回分/年）

事業内容（箇条書き） 事業費

8,971
千
円

　重度障がい者（児）の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図る。

事
業
費

事業費内訳
（平成28年度分）

活動指標
タクシー券交付枚数
タクシー券使用枚数

対象者数（全住民に対する割合）

事業費合計 千円

対　象
（誰・何を対象に）

％

関連事業
（同一目的事業等）

28年度（決算） 27年度（決算） 26年度（決算）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

3,863 人

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

0.22 人

扶助費　8,971,500円（タクシー料金助成費）

千円

千円1,673

千円

千円

人 人 千円人

千円

千円

10,974 千円千円

千円

千円1,673

千円

1,673

11,171 千円

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 福祉部

神戸　生也

予算事業名 平成3年度

加古川市重度障害者（児）福祉タクシー助成事業実施要綱 担当課･係名

障がい者の福祉を充実する

福祉タクシー料金助成事業

障がい者支援課
地域生活支援係

事務区分

上位施策事業名

根拠法令等

■自治事務　　□法定受託事務

実施の背景

目　的
（何をどうしたいのか）

千円

千円

国県支出金の内容

千円

千円

10,644

千円

0.22 人

その他特財の内容

10,953

事
業
概
要

1,673

千円

0.22

千円

■直接実施

次の①～③を全て満たす者
①加古川市内在住　②身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定又は
精神障害者保健福祉手帳１級所持者　③障がい者本人に市民税が課税
されていない者

29年度（予算）

千円

1,673 0.22

0.22 人

千円

9,498千円9,280

人

総事業費

実施方法

1,673

千円

10,644

事業番号２-２ 平成29年度

- 9 -



事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 平成3年度福祉タクシー料金助成事業

事業番号２-２ 平成29年度

加古川市 千円 人 円 ％ 枚
明石市 千円 人 円 ％ 枚
高砂市 千円 人 円 ％ 枚
稲美町 千円 人 円 ％ 枚
播磨町 千円 人 円 ％ 枚
姫路市 千円 人 円 ％ 枚

単位当たりコスト

単位 Ｈ27年度

34/37

成果目標
（指標設定理由等）

【活動指標名】（実績値/目標値）

利用枚数

活動実績

事
業
成
果

成果
（目標達成状況）

タクシー券利用枚数 枚 17,943

／総事業費

33/37

事
業
実
績

Ｈ28年度

54,032

593

タクシー券利用率 ％

Ｈ28年度

％

特記事項

円

/

□拡充　■維持　□縮小　□改善　□統合　□廃止　□休止　□完了

/

/

―

55,360

Ｈ26年度

Ｈ26年度

590

/

【成果指標名】（実績値/目標値）

35/37

障がい者に対する支援に関して満足している
市民の割合

18,995

　重度障がい者（児）が外出する際の移動手段が限られている現状においては、タクシーの利用
は移動手段として重要な役割を担っている。その費用負担を軽減する当該事業は一定の役割を果
たしており、要綱に基づき適正に実施した。今後も引き続きタクシー券の利用方法や当事者ニー
ズを把握・分析し、効果的な助成を行えるよう見直しの検討を行っていく必要がある。

事
業
の
自
己
評
価

事務事業
評価結果

今後の事業
の方向性、

課題等

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

/

38.0/45.048.8/45.0

/

/

54,488枚

Ｈ27年度

　タクシーの利用を支援することで、重度障がい者（児）の生活行動範囲の拡大と社会参加の促
進を目的としていることから、交付したタクシー券がどれだけ利用されたかを計る指標としてタ
クシー券の利用率を成果目標としている。

単位

18,602

//

タクシー券交付枚数

　高齢者世帯や核家族世帯が今後も増加することが予想されることや、障害特性によってバス等
の公共交通機関を利用できない障がい者がいることから、障がい者の移動手段の一つとして当該
事業の役割は増すものと考える。そのような環境において利用率が30％台で推移していることは
課題であり、１乗車に付き複数枚利用ができるなど、障がい者の社会参画や社会生活上必要不可
欠な移動手段として、より効果的な利用がなされるよう検討を行う。

588

1
2
3
3

助成額

12,808
11,094
10,831
11,475

一人あたり助成額

33
50
49

交付者数 利用率 使用上限/回

8,971
45,313

7,125
11,884

1
2

37
46
48

6,391
3,794
2,437

13,529

1,259
3,813

499
342
225

1,179
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公開事業評価資料（障がい者支援課） 

（平成29年６月１日現在） 

福祉タクシー制度のあらまし 

加古川市  障がい者支援課 

■  福祉タクシー制度とは・・・ 

    重度障がい者（児）の生活範囲の拡大と積極的な社会参加の促進のために、利用されるタクシー運賃の一部を助成する

制度です。 

■  利用できる資格は・・・ 

    次のすべての要件を満たす人に限ります。 

    ①  加古川市内に住所を有する人 

    ②  身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定又は精神障害者保健福祉手帳１級を持っている人 

    ③  障がい者本人に市町村民税が課税されていない人 

■  利用の手続きは・・・ 

    ○  必要なもの 

①  身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（原本） 

②  個人番号カード、通知カード又は番号付住民票 

※対象障がい者が18歳以上の場合は本人のもの、18歳未満の場合は本人と保護者のものが必要です。 

    ○  窓  口  加古川市役所  障がい者支援課  地域生活支援係（窓口３３番） 

    ○  注意事項 

        ・代理の方でも申請できます。 

        ・各市民センター等では申請できません。 

        ・所得の制限（資格の欄③）がありますので、対象者が税法上扶養されておらず、所得についての申告をしていな

い場合は、市町村民税課税状況の確認ができる書類が必要です。 

■  料金の助成は・・・ 

    ・利用されたタクシー運賃のうち５００円を助成する「利用券」をお渡しします。 

    ・７月が基準月となりますので、７月に申請された方につきましては、翌年６月分までをまとめて４８枚お渡しします。

なお、８月以降に申請された方につきましては、７月から１か月経過するごとに４枚ずつ差し引いてお渡しします。 

      ※障害者割引 

        身体障害者手帳及び療育手帳所持者は、タクシー乗車時に手帳を提示すると、運賃が１０％割引されます。 

■  利用の方法は・・・ 

    ①  あらかじめ、利用券に手帳の番号を記入しておいてください。 

    ②  加古川市に福祉タクシー事業所登録をしたタクシー会社でのみ、利用目的、距離、区間を問わず利用できます。 

    ③  降車時（料金を支払うとき）に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに、「利用

券」を１枚お渡しください。（利用券は、１乗車につき１枚しか利用できません。） 

        ※身体障害者手帳及び療育手帳については、１０％割引と「利用券」の併用ができます。 

 ＜ 例 ＞ タクシー運賃が１，０００円かかった場合の支払額 

          ☆身体障がい者又は知的障がい者の場合 

        １，０００円 － １００円（障害者割引１０％分）－ ５００円（利用券）＝ ４００円 ← 支払額 

          ☆精神障がい者の場合 

        １，０００円 － ５００円（利用券）＝ ５００円 ← 支払額 

■  その他・・・ 

    ①  利用券を他人に貸したり、譲ったりするなど不正に使用した場合は、助成できなくなります。 

    ②  市外へ転出した場合、死亡したときなど資格がなくなった場合、又は利用券の有効期限が過ぎた場合には、残った

利用券を障がい者支援課まで返却してください。 

    ③  障がい者お一人につき、1年に1冊限りの発行となります。紛失されましても再発行は出来ませんので、大切にお持

ちください。 

    ④  「利用券」の注意事項をよくお読みいただき、ご利用ください。 

※ 利用期間は平成 29年 7月 1日から平成 30年 6月 30日までです。 

- 11 -



【過去の事業の変遷】

福祉タクシー料金助成事業の開始（H3.6）、助成額は1乗車に付き中型タクシー初乗り運賃相当額

交付枚数（枚） 58,264

市単独事業として実施継続（地域生活支援事業の補助対象外）

交付枚数の変更（52枚/年から48枚/年）

対象者所得要件の変更（所得税非課税から市民税非課税）、対象者6％減

55,104 55,360 54,488 54,032

年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

交付人数（人） 1,354 1,282 1,298 1,266 1,259

利用枚数（枚） 21,573 20,282 18,602 18,995 17,943

10,141,000 9,301,000 9,497,500 8,971,500

利用率（％）
利用枚数／交付枚数

37.0 36.8 33.5 34.9 33.2

公開事業評価資料（障がい者支援課）

福祉タクシー料金助成事業　決算額等の推移

前年度比増減(円) -63,000 -645,500 -840,000 196,500 -526,000

決算額（円） 10,786,500

助成額を1乗車に付き500円に変更

平成25年度

年　度

平成23年度

平成21年度

平成３年度

平成18年度

平成14年度

障害者自立支援法施行（H18.4）に伴い、同法の地域生活支援事業（国・県補助金3/4)として実施

事　業　の　変　遷

-
 1

2
 -



身体
１・２
級

知的
Ａ判定

精神
１級

※１　市民税非課税・・・対象者の前年所得に対して、市町村民税が課税されていない。

※２　所得税非課税・・・対象者の前年所得に対して、所得税が課税されていない。

公開事業評価資料（障がい者支援課）

目　的

助成内容

所得要件

在宅要件

・生活行動範囲の拡大
・社会参加

・生活行動範囲の拡大
・社会参加

（500円×48枚） （500円×48枚）

福祉タクシー料金助成事業　近隣自治体比較表

24,000円／年 24,000円／年 26,000円／年 24,000円／年

加古川市

・自立の促進
・社会参加

明石市

26,000円／年 36,000円／年

・自立の促進
・社会参加

・移動に係る経済的負
　担の軽減

・生活行動範囲の拡大
・社会参加

（500円×72枚） （500円×48枚）（500円×52枚） （500円×52枚）

対象者

※1
市民税非課税 － － － ※2

所得税非課税

○

1か月につき4枚減

－

－ － あり －

1か月につき4枚減 1か月につき4枚減1年度に1冊1か月につき4枚減 1か月につき6枚減

○
△

(下肢、体幹、視覚障害
のみ)

○
○

３級(下肢・体幹・運動機
能障害のみ)も対象

○

×

－

○ ○ ○ ○ ○

－

高砂市 稲美町 播磨町 姫路市

×

○ ○ ○ ○ ○

-
 1

3
 -
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公開事業評価資料（障がい者支援課） 
福祉タクシー料金助成事業に関する障がい者団体ヒアリング内容一覧表  

障 害 種 別 日 時 内    容 
身体障害関係団体 H29．7．31（月）

・福祉タクシー助成の対象者について、１種３級までの拡充をお願いしたい。 

・買い物や病院に行くときに利用している。福祉タクシー券を利用する人は、足の悪い人が使っているイメ

ージがある一方、視覚障がい者は同行援護サービスを利用しており、福祉タクシー券を利用していないの

ではないか。 

・福祉タクシー券の利用について、加古川町と志方町では事情が違うと思う。 

・福祉有償輸送、上荘のくるりん号のようなものが平岡町でできないか。公共バスの空白地帯となっている。 

・下肢の障がい者は、「Door To Door」のサービスが必要と考える。高齢化や核家族化、一人家庭の増加な

どを考えると、送迎サービスの充実を求めていきたい。 

身体障害関係団体（視覚） H29．7．18（火） ・一度に２枚使えた方がよい。 

身体障害関係団体（聴覚） H29．8．3（木）
・交通の便が悪い場所に住んでいる人は 48 枚では不足するので 72 枚にしてほしい。 

・タクシー券を多く使う人は、交通の便が悪い場所に住む人ぐらいで、他はそこまで多く使うわけではない。 

身体障害関係団体（肢体） H29．7．31（月）

・障がい児の移動手段については、自分が運転できないときに利用する場合が多い。具体的には、突然の熱

など養護学校から帰る必要がある場合であるが、体調が悪くなりそうなときは、事前に休ませるなどの対

応を行っているため、利用は少ない。 

・免許を持っていない人などは、病院に通院する時などで利用する。 

・年１回、トライアルウィークで介助者がいるときに利用する。 

知的障害関係団体 H29．7．27（木）

・一律の支給条件にするのではなく、障害種別や居住地等を考慮し、対象者によって支給枚数を変えればよ

いのではないか。 

・交通の便が悪いところはかこバスを設置するなどしてタクシーを利用しなくても済むようにすればよいの

ではないか。 

精神障害関係団体 H29．7．27（木） ・精神障がい者でタクシー券を利用する人はあまりいないのではないか。  
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公開事業評価資料（障がい者支援課）

H26 H27 H28

障害者・障害児（身体
障害、知的障害、精神
障害）
※障害支援区分１以上

(区分1)
・20h/月

(区分2)
・40h/月

・0円（生保・低所得）

・9,300円（一般１）
　※障がい児:4,600円

・37,200円（一般２）

【利用者数】
　　　　219人
【利用時間】

　　3,967h
【給 付 額】

149,671,416円

【利用者数】
　　　　228人
【利用時間】

　　4,125h
【給 付 額】

160,333,863円

【利用者数】
　　　　242人
【利用時間】

　　4,290h
【給 付 額】

165,169,955円

居宅介護及び身体介護
の支給決定を受けてい
る者

上記と同じ
（※医師の指示に基づ
く利用回数が上限）

・0円（生保・低所得）

・9,300円（一般１）
　※障がい児:4,600円

・37,200円（一般２）

【利用者数】
　　　　0人

【利用時間】
　　　0h

【給 付 額】
　　　　0円

【利用者数】
　　　　0人

【利用時間】
　　　0h

【給 付 額】
　　　　0円

【利用者数】
　　　　0人

【利用時間】
　　　0h

【給 付 額】
　　　　0円

重度訪問介護
(障害者総合支援法・
障害福祉サービス)

社会生活上必要不可欠な外出
及び余暇活動等の社会参加の
ための外出に係る移動介助

重度の肢体不自由者、
重度の知的障害者、精
神障害者
※障害支援区分４以上
及び他の条件あり

・200h/月
(内:移動介護加算：
40h/月)

・0円（生保・低所得）

・9,300円（一般１）
　※障がい児:4,600円

・37,200円（一般２）

【利用者数】
　　　　　9人
【利用時間】

　　1,650h
【給 付 額】

 50,499,825円

【利用者数】
　　　　　7人
【利用時間】

　　1,385h
【給 付 額】

 46,684,695円

【利用者数】
　　　　　7人
【利用時間】

　　1,444h
【給 付 額】

 45,924,040円

同行援護
(障害者総合支援法・
障害福祉サービス)

社会生活上必要不可欠な外出
及び余暇活動等の社会参加の
ための外出に係る移動介助

重度の視覚障がい者
※身体介護の状況によ
り障害支援区分等の条
件あり

(18歳未満)
・20h/月
(18歳以上)
・30h/月(日中活動
サービス利用)
・40h/月

・0円（生保・低所得）

・9,300円（一般１）
　※障がい児:4,600円

・37,200円（一般２）

【利用者数】
　　　　 47人
【利用時間】

　　　832h
【給 付 額】

 17,634,009円

【利用者数】
　　　　 45人
【利用時間】

　　　856h
【給 付 額】

 19,817,857円

【利用者数】
　　　　 47人
【利用時間】

　　　861h
【給 付 額】

 20,381,639円

移動支援
(障害者総合支援法・
地域生活支援事業)

※必須事業

社会生活上必要不可欠な外出
及び余暇活動等の社会参加の
ための外出に係る移動介助

障害者・障害児（身体
障害、知的障害、精神
障害）
※市が認めたもの

(18歳未満)
・20h/月
(18歳以上)
・30h/月(日中活動
サービス利用)
・40h/月

・0円（生保・低所得）

・9,300円（一般１）
　※障がい児:4,600円

・37,200円（一般２）

【利用者数】
　　　　106人
【利用時間】

　 10,821h
【給 付 額】
27,964,419円

【利用者数】
　　　　117人
【利用時間】

　 12,778h
【給 付 額】
30,016,505円

【利用者数】
　　　　122人
【利用時間】

　 12,787h
【給 付 額】
30,526,544円

福祉タクシー料金助成
(障害者総合支援法・
地域生活支援事業）

※任意事業

重度障害者（児）の生活行動
範囲の拡大と社会参加の促進

・非課税かつ身体障害

者手帳（１級、２
級）・療育手帳（Ａ判
定）・精神障害者保健福

祉手帳（１級）

・48枚/年
　1枚／１乗車

500円／回
24,000円／年

【利用者数】
　　　1,278人
【利 用 率】

　　　　 34％
【給 付 額】

　9,301,000円

【利用者数】
　　　1,263人
【利 用 率】

　　　　 35％
【給 付 額】

　9,497,500円

【利用者数】
　　　1,259人
【利 用 率】

　　　　 33％
【給 付 額】

　8,970,000円

居宅介護
(障害者総合支援法・
障害福祉サービス)

病院への通院等のための移動
介助又は官公署での公的手続
き若しくは障がい者総合支援
法に基づくサービスを受ける
ための相談に係る移動介助

移動等に関係する障害福祉サービス一覧表
事業名

（根拠法令等）
目的 対象者 支給量上限 利用負担額上限（月）

利用実績

-
 2

1
 -



公開事業評価資料（障がい者支援課） 

公共交通機関等料金割引制度の概要 

 

区 分 鉄 道 バ ス タ ク シ ー 飛行機 高速道路 

対 象 者 
第 1 種心身障害者 

第 2 種心身障害者 

第 1 種心身障害者 

第 2 種心身障害者 

身体障害者手帳所持者 

療育手帳所持者 

第 1 種心身障害者・ 

第 2 種心身障害者 

（１２歳以上） 

身体障害者手帳所持者 

療育手帳所持者 

割

引 

一

般 

※1 

５０％割引 ５０％割引 １０％割引 ２５％～３０％割引 ５０％割引 

定

期 

（第 1 種心身障害者） 

５０％割引 
３０％割引 ― ― ― 

摘 要 

※介護者の料金割引、

普通急行券割引は、

第 1 種心身障害者が

対象 

※12 歳未満の定期乗車

割引は介護者が対象 

※介護者の料金割引

は、第 1 種心身障害

者が対象 

 

※12 歳未満の定期乗車

割引は介護者が対象 

― 

※国内線 

※介護者の料金割引

は、第 1 種心身障害

者が対象 

※障がい者が同乗の場

合は、第 1 種心身障

害者が対象 

  ・ 第 1 種心身障害者 ･･･ 第 1 種身体障害者(児)、療育手帳Ａ判定所持者 

 ・ 第 2 種心身障害者 ･･･ 第 2 種身体障害者(児）、療育手帳Ｂ1・Ｂ2 判定所持者 

 ※1 第 1 種・第 2 種心身障害者が 100ｋｍを超える単独乗車の場合又は第 1 種心身障害者が介護者と同乗する場合 
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（ ）

コ
ス
ト

事業内容
（手段、手法など）

人
件
費

2,4340.32

千円

千
円

千
円

千円

千円

209,701 千円

千円

572

千円

367

人

その他特財

人

千円千円

206,571 千円

209,701

一般財源

財源合計 千円 210,228

210,228

千円

人担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金

千円

0.64 千円

臨時職員等 542

2,976

財源

内訳

地方債

206,571

人

199,055

0.36 人

　障がい者が地域で安心してともに暮らすことができるよう、医療費を助成することにより、障
がい者の経済的な負担を軽減し、自立した生活を送るための支援体制を充実させる必要がある。

0.76

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

206,596 千円196,049

千
円

障がい者の保険診療にかかる医療費の自己負担分
と一部負担金の差額を助成する。

事業内容（箇条書き） 事業費

196,049
千
円

　障がい者の経済的負担の軽減を図る。

事
業
費

事業費内訳
（平成28年度分）

活動指標

医療費助成額
医療費助成件数

対象者数（全住民に対する割合）

事業費合計 千円

対　象
（誰・何を対象に）

％

関連事業
（同一目的事業等）

重度障害者（児）医療費助成事業（県）、高齢重度障害者医療費助成事業（県）、高齢障害者医
療費助成事業（市）

28年度（決算） 27年度（決算） 26年度（決算）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

2,037 人

千円2,738

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

千円

2,7380.32 人

扶助費　191,113千円　※医療助成費
手数料　  4,790千円　※審査機関への審査支払手数料、医療機関への事務処理費
その他　    146千円　※医療費受給者証等印刷費、医療費受給者証等郵送料

千円

千円3,105

千円

千円

人 人

210,228 千円

千円4190.28 人

千円

千円

千円

209,701 千円千円

千円

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 市民部

鹿間　隆泰

予算事業名 昭和48年度

加古川市医療の助成に関する条例、加古川市福祉医療受給者の福祉医療以外の公費負
担医療費に係る自己負担額の助成に関する要綱 担当課･係名

障がい者の福祉を充実する

障害者（児）医療費助成事業（市）

医療助成年金課

事務区分

上位施策事業名

根拠法令等

■自治事務　　□法定受託事務

実施の背景

目　的
（何をどうしたいのか）

千円

国県支出金の内容

千円

千円

199,055

0.48

千円

0.80 人

その他特財の内容

206,571

事
業
概
要

3,006

千円

0.28

0.80

千円

■直接実施

後期高齢者医療被保険者を除く障がい者（60歳以上の身体障害者手帳３・４級所持者、
60歳未満の身体障害者手帳の心臓機能障害３級所持者、療育手帳Ｂ１判定所持者、精神
障害者保健福祉手帳２級所持者）のうち、本人、配偶者、扶養義務者の市民税所得割額
が、それぞれ23万５千円未満である者

29年度（予算）

千円

3,157 0.64

0.36 人

千円

207,071千円203,595

人0.48

総事業費

実施方法

2,434

千円

199,055

事業番号２-３ 平成29年度
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 昭和48年度障害者（児）医療費助成事業（市）

事業番号２-３ 平成29年度

単位当たりコスト

単位 Ｈ27年度

97,200

成果目標
（指標設定理由等）

【活動指標名】（実績値/目標値）

助成件数

活動実績

事
業
成
果

成果
（目標達成状況）

医療費助成件数 件 37,078

／総事業費

93,821

事
業
実
績

Ｈ28年度

191,112,912

障がい者に対する支援に関して満足している
市民の割合

％

5,369

受給者１人あたりの助成額 円

Ｈ28年度

件

特記事項

5,631円

/

□拡充　■維持　□縮小　□改善　□統合　□廃止　□休止　□完了

/

48.8/45.0

18.3

201,592,848

Ｈ26年度

Ｈ26年度

5,740

―

【成果指標名】（実績値/目標値）

99,231

受給者１人あたりの助成件数

37,331

　当該事業は、一定の所得制限を設けた上での障がい者の医療費助成事業であり、障がい者の経
済的負担の軽減に寄与している。

事
業
の
自
己
評
価

事務事業
評価結果

今後の事業
の方向性、

課題等

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

  県補助事業は、後期高齢者医療被保険者を除く重度障がい者（身体障害者手帳１・２級所持
者、療育手帳Ａ判定所持者、精神障害者保健福祉手帳１級所持者）のうち、本人、配偶者、扶養
義務者の市民税所得割額の合計が、23万５千円未満である者を対象として実施している。
  県下では、全41市町中、13市３町が県補助事業より対象者を拡大して実施している。

38.0/45.0

17.618.2

/

/

202,034,677円

Ｈ27年度

　障がい者が安心して医療機関を受診することができる環境整備の進捗を示す目安として、受給
者１人あたりの助成額及び助成件数を成果目標として設定している。

単位

36,536

//

医療費助成額

　障がい者が地域で自立した生活を送れるよう今後も継続的な事業の実施が必要と考える。
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（ ）

根拠法令等
加古川市高齢障害者医療費助成要綱、加古川市福祉医療受給者の福祉医療以外の公費
負担医療費に係る自己負担額の助成に関する要綱 担当課･係名 医療助成年金課

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 鹿間　隆泰

事業シート（概要説明書）

予算事業名 高齢障害者医療費助成事業（市） 事業開始年度 昭和58年度

上位施策事業名 障がい者の福祉を充実する 担当局・部名 市民部

0.74 ％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

実施の背景
　障がい者が地域で安心してともに暮らすことができるよう、医療費を助成することにより、障
がい者の経済的な負担を軽減し、自立した生活を送るための支援体制を充実させる必要がある。

目　的
（何をどうしたいのか）

　高齢障がい者の経済的負担の軽減を図る。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

後期高齢者医療被保険者である高齢障がい者（身体障害者手帳３・４級所持者、療育手
帳Ｂ１判定所持者、精神障害者保健福祉手帳２級所持者）のうち、本人、配偶者、扶養
義務者の市民税所得割額が、それぞれ23万５千円未満である者

対象者数（全住民に対する割合）

1,965 人

事業内容
（手段、手法など）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

高齢障がい者の保険診療にかかる医療費の自己負
担分と一部負担金の差額を助成する。

144,669
千
円

医療費助成額
医療費助成件数

千
円

千
円

千
円

関連事業
（同一目的事業等）

重度障害者（児）医療費助成事業（県）、障害者（児）医療費助成事業（市）、高齢重度障害者
医療費助成事業（県）

コ
ス
ト

29年度（予算） 28年度（決算） 27年度（決算） 26年度（決算）

事
業
費

事業費合計 151,001 千円

事業費内訳
（平成28年度分）

扶助費　134,650千円　※医療助成費
手数料　  9,832千円　※審査機関への審査支払手数料、医療機関への事務処理費
その他　    187千円　※医療費受給者証等印刷費、医療費受給者証等郵送料

人
件
費

担当正職員 0.32 人 2,434 千円

148,508 千円 144,669 千円 147,666 千円

2,738 千円 0.36 人 2,738 千円0.32 人 2,434 千円 0.36 人

千円 0.28 人 367 千円

人件費合計 0.80 人 2,976 千円

人 572 千円 0.28 人 419臨時職員等 0.48 人 542 千円 0.48

3,157 千円 0.64 人 3,105 千円0.80 人 3,006 千円 0.64 人

千円 154,106 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円

総事業費 151,484 千円 147,675 千円 150,823

千円 千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

その他特財
千円 千円 千円 千円

その他特財の内容

一般財源 151,484 千円 147,675 千円 150,823 千円 154,106 千円

財源合計 151,484 千円 147,675 千円 150,823 千円 154,106 千円

事業番号２-３ 平成29年度
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 高齢障害者医療費助成事業（市） 事業開始年度 昭和58年度

事業番号２-３ 平成29年度

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ28年度 Ｈ27年度 Ｈ26年度

医療費助成額 円 134,650,817 137,693,782 140,877,765

医療費助成件数 件 73,507 73,313 74,270

/ / /

/ / /

Ｈ26年度

受給者１人あたりの助成額 円 68,525 69,262 70,580

2,057 2,075

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

　障がい者が安心して医療機関を受診することができる環境整備の進捗を示す目安として、受給
者１人あたりの助成額及び助成件数を成果目標として設定している。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ28年度 Ｈ27年度

単位当たりコスト 総事業費 ／ 助成件数 円 2,009

受給者１人あたりの助成件数 件 37.4 36.9 37.2

障がい者に対する支援に関して満足している
市民の割合

％ 48.8/45.0 ― 38.0/45.0

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

  県補助事業は、後期高齢者医療被保険者である高齢重度障がい者（身体障害者手帳１・２級所
持者、療育手帳Ａ判定所持者、精神障害者保健福祉手帳１級所持者）のうち、本人、配偶者、扶
養義務者の市民税所得割額の合計が、23万５千円未満である者を対象として実施している。
  県下では、全41市町中、13市３町が県補助事業より対象者を拡大して実施している。

特記事項

事
業
の
自
己
評
価

事務事業
評価結果

□拡充　■維持　□縮小　□改善　□統合　□廃止　□休止　□完了

　当該事業は、一定の所得制限を設けた上での高齢障がい者の医療費助成事業であり、高齢障が
い者の経済的負担の軽減に寄与している。

今後の事業
の方向性、

課題等
　障がい者が地域で自立した生活を送れるよう今後も継続的な事業の実施が必要と考える。
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１級 ２級
60歳まで
心臓３級

60歳以上
３級

60歳以上
４級

１級 ２級 Ａ Ｂ１

重度障害者（児）
医療費助成事業
（県）
【県補助事業】

後期高齢者
を除く

350,928千円
うち県補助
174,389千円

2,115人 1,089人 505人 80人 441人 ○

障害者（児）
医療費助成事業
（市）
【市単独事業】

後期高齢者
を除く

191,113千円 2,028人 35人 281人 768人 609人 326人 9人 ○

１級 ２級 ３級 ４級 １級 ２級 Ａ Ｂ１

高齢重度障害者
医療費助成事業
（県）
【県補助事業】

後期高齢者
197,652千円
うち県補助
74,046千円

2,133人 1,423人 637人 61人 12人 ○

高齢障害者
医療費助成事業
（市）
【市単独事業】

後期高齢者 134,651千円 1,992人 728人 1,155人 103人 3人 3人 ○

所得制限

　本人、配偶者、扶養義務者の市民税所得割額が23万５千円未満であること。県補助事業は世帯を合算して判定しますが、市単独事業は合算せずそれぞれで判定。

一部負担金（４事業共通）

　１医療機関ごとに、通院は１日600円（低所得者400円）を限度に月２回まで、入院は月2,400円（低所得者1,600円）までの負担とします。

事業名 資格
平成28年度
決算扶助費

所得制限

身体 精神 療育
世帯合算
あり

世帯合算
なし

世帯合算に
より県補助
の対象とな
らなかった

者

合計

対象者（平成29年8月1日現在）

世帯合算
なし

平成28年度
決算扶助費

障害者医療助成の対象者一覧

事業名 資格

所得制限

身体 精神 療育
世帯合算
あり

世帯合算に
より県補助
の対象とな
らなかった

者

合計

対象者（平成29年8月1日現在）

-
 2

7
 -



平成29年7月1日現在

３級 ４級
精神
２級

精神
３級

療育
Ｂ１

療育
Ｂ２

無 緩和
世帯
合算
前

神戸市 △ ○ ○

姫路市

尼崎市 ○ ○ ○ ※ ○

明石市 △ ○ ○

西宮市 ○ △ ○ ○ ○

洲本市

芦屋市 ○ ○ ○ ○

伊丹市

相生市 ○

豊岡市

加古川市 △ △ ○ ○ ○

たつの市 ○

赤穂市 △ △ ○

西脇市

宝塚市 ○ ○ ○ ○ ○

三木市

高砂市 △ ○ ○

川西市 △ △ △

小野市

三田市 ○ ○

加西市 ○ ○

篠山市

養父市 ※

丹波市 △ △ ○

南あわじ市

朝来市

淡路市

宍粟市 ○

加東市

猪名川町 △ △ △

多可町 ○ ○ ○

稲美町

播磨町 △ ○

神河町

市川町

福崎町

太子町

上郡町

佐用町 ○

香美町

新温泉町 ○

合計 14 4 11 1 12 2 1 2 13

※対象者拡大は１３市３町が実施

県下市町の障害者医療助成の実施状況

市町名

対象拡大 所得制限

内容
（△※部分の内容）

３級かつＢ１の重複、３級内部のみ

※本人の所得のみで判定

身障３級のうち外部障害は世帯員が住民税所得割非課税の場合対象

４級は入院のみ助成､自閉症の人

身障手帳3級､療育手帳B1､精神2級は､①所得制限が年金収入を加えた所
得80万円以下②入院自己負担額の1/3を助成

60歳以上の3、4級、心臓機能障害3級（後期高齢者を除く）

後期高齢者医療の被保険者の3級と4級の一部

心臓機能障害３級のみ

身障手帳3級､療育手帳B1､精神2級は､①世帯非課税者で、年金収入を加
えた所得が80万円以下②入院自己負担額の1/3を助成

※中学生以下は所得制限なし

①精神2･3級は県と同じ一部負担額とし、被保険者負担分から一部負担
額を控除した残りの1/2を助成②自立支援医療の自己負担分の1/2を助成

３級は内部障害のみ
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自立支援医療にかかる助成制度について 

 

 

１ 自立支援医療費（精神通院医療）の支給 

精神疾患を有し、通院による継続的な精神医療を受ける時にかかる費用の一部を公費

で負担する制度です。 

原則として医療費の１割分が自己負担となりますが、世帯の市民税課税額等に応じて

自己負担の上限額があります。 

 

２ 自立支援医療費（更生医療）の支給 

身体障がい者の障害を軽減して、日常生活を容易にすることを目的とした医療にかか

る費用の一部を公費で負担する制度です。 

原則として医療費の１割分が自己負担となりますが、世帯の市民税課税額等に応じて

自己負担の上限額があります。 

 

３ 自立支援医療（更生医療）自己負担額の助成 

自立支援医療（更生医療）の受給者に対して、自立支援医療（更生医療）に要した自

己負担額の一部を助成する制度です。 

 

４ 自立支援医療費（育成医療）の支給 

身体上の障がいや疾患を有する満 18 歳未満の児童の障害や疾患を軽減して、日常生活

を容易にすることを目的とした医療にかかる費用の一部を公費で負担する制度です。 

原則として医療費の１割分が自己負担となりますが、世帯の市民税課税額等に応じて

自己負担の上限額があります。 

 

５ 自立支援医療（育成医療）自己負担額の助成 

自立支援医療（育成医療）の受給者に対して、自立支援医療（育成医療）に要した自

己負担額の一部を助成する制度です。 

 

６ 在宅重症心身障がい児（者）訪問看護利用料の一部助成 

訪問看護を利用した場合の利用料（保険診療が適用された療養費の自己負担額）のう

ち、１割を控除した額を助成します。 
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障害者医療助成制度の沿革

 昭和48年8月1日  ・70歳以上及び65～69歳の身体障害者（1・2級）で所得制限を
 　超えるものに医療費の助成を開始（老３）
 ・身体障害者で１・２級の者に医療費の助成を開始（身５）
 ・60～64歳の身体障害者（3・4級）で均等割の者に医療費の助成を
 　開始（身６）

 昭和51年4月1日  ・60～64歳の身体障害者（3・4級）　身６の所得制限改正
 （国の限度額に緩和）

 昭和54年7月1日  ・所得制限の基準改正
 　・身５老人福祉法を準用してたのを特別児童扶養手当等の支給
 　　に関する法律に改正（県要綱の改正）
 　・身６、身５と同様（条例改正）

 昭和55年7月1日  ・心臓疾患の３級の者に限り年齢を１～60歳に拡大する。

 昭和57年12月市会  ・70歳以上及び65～69歳の身体障害者（1・2級で所得制限を超える
 　もの老３の廃止）（老人保健法に包括）

 昭和58年3月5日  ・高齢心身障害者特別医療費助成要綱を告示
 　老人保健法及び条例対象者のうち心身障害者（１～４級・Ａ判定）
 　で心身障害者医療の所得制限以下の者に一部負担金を助成
 　　・県制度　　１・２級・Ａ判定
 　　・市制度　　３・４級

 昭和59年12月市会  ・心身障害者医療の対象者を拡大
 　　社会保険の被保険者で心身障害者（１～４級・Ａ判定）で

 　　心身障害者医療の所得制限以下の者が対象者に

 　　（昭和59年10月１日から適用）

 　　・県制度　　１・２級・Ａ判定

 　　・市制度　　３・４級
 ・その他
 　法別82・83の年齢制限が改正された。
 　法別82は、０歳～老健有効の始期の前日まで
 　法別83は、60歳～老健有効の始期の前日まで

 平成4年7月1日  ・福祉医療の条例改正
 　重度心身障害者医療は所得制限の緩和

平成17年7月1日  ・福祉医療制度改正
　障害者医療（精神障害者医療を含む）
　（法別82,83,43,44）
　高齢障害者医療（高齢精神障害者医療を含む）
　（法別は無し）
　 一部負担金　　　外来500円（低所得300円）月2回まで
　　　　　　　　　 入院1割負担2,000円（低所得1,200円）
　 所得制限　　　　特別障害者手当準拠に変更

　法別83
　対象者拡大　　療育手帳Ｂ１追加

　法別43（新設）
　対象者　　精神手帳1級
　精神疾患に対する通院入院は助成の対象外

　法別44（新設）
　対象者　　精神手帳2級
　精神疾患に対する通院入院は助成の対象外

　高齢障害者（新設）
　対象者　　老人保健法による医療受給者
　　　　　　かつ障害者医療対象者

平成20年7月1日  ・障害者医療費助成方法の変更（高齢受給者証対象者）
　・老人保健制度の廃止により、70～74歳の後期高齢者医療保険に
　　加入していない人について、加入保険と高齢受給者証と障害者
　　医療費受給者証の間の給付調整ができなくなったため、障害者
　　医療費の助成を、従来の給付方法ではなく、いったん医療機関
　　の窓口で加入保険と高齢受給者証での自己負担を支払った後、
　　市に対して現金請求を行う償還払い方法へ変更となった。

備考 　 年　　　月  　　　　　　　制　　　　　　　度　　　（内　容）

（全体）
１級・２級
（60～）

３級～４級

心臓３級追加

療育Ａ追加

精神追加
療育Ｂ１追加

70～74償還
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障害者医療助成制度の沿革

平成21年7月1日  ・障害者医療費助成制度・高齢障害者医療費助成制度
 ・一部負担金の変更
 ・所得制限の変更（自立支援医療制度に準拠）
 　所得判定対象者それぞれの市民税所得割税額＜２３万５千円
 ・低所得者の判定基準の拡大
　 所得判定対象者全員が市民税非課税で、
　 年金収入＋所得（年金所得除く）≦８０万円
 ・２年間の経過措置の設定
　 旧所得制限

 ・医療機関ごとに（外来は月２回までの負担。入院は定率１割負担）

平成23年7月1日  ・老人医療・障害者医療・高齢障害者医療 経過措置終了
○障害者・高齢障害者医療
平成21年7月の兵庫県制度の改正に伴う経過措置の終了
※所得判定の厳格化に伴い、2年間は従前の所得制限を満たす場合も
受給者とし、別途一部負担金を設定した。

平成24年7月1日  ・障害者、高齢障害者、乳幼児等、こども医療
   市単独で所得要件緩和（世帯合算導入回避）
   県制度の「世帯合算」を導入せず、「本人、配偶者、扶養義務者」 
  それぞれで所得判定。

県世帯合算導入

 　 年　　　月  　　　　　　　制　　　　　　　度　　　（内　容） 備考
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（ ）

関連事業
（同一目的事業等）

事
業
費

事業費内訳
（平成28年度分）

補助金　4,361千円
　10,000円×218町内会 ＝2,180,000円
　80,000円×27小学校区＝2,160,000円
　20,340円× 1小学校区＝   20,340円

人
件
費

国県支出金

その他特財

事
業
概
要

事業内容
（手段、手法など）

コ
ス
ト

財源

内訳

千
円

千
円

財源合計 5,933 千円 5,654 千円 5,588 千円 5,566 千円

一般財源 5,933 千円 5,654 千円 5,588 千円 5,566 千円

千円 千円 千円 千円

その他特財の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

国県支出金の内容

総事業費 5,933 千円 5,654 千円 5,588 千円 5,566 千円

千円

人件費合計 0.17 人 1,293 千円 0.17 人 1,293 千円 0.17 人 1,293 千円 0.17 人 1,293 千円

0.17 人 1,293 千円 0.17 人 1,293 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人

担当正職員 0.17 人 1,293 千円 0.17 人 1,293 千円

事業費合計 4,640 千円 4,361 千円 4,295 千円 4,273 千円

□直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：町内会及び自治会、小学校区を代表する町内会　実施主体：）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

市内の町内会及び自治会（322町内会）、小学校区を代表する町
内会（28小学校）

29年度（予算） 28年度（決算） 27年度（決算） 26年度（決算）

千
円

実施方法

世代間交流学習会事業に対する補助金交付 4,361
千
円

補助金交付件数

千
円

根拠法令等 加古川市世代間交流学習会事業補助金交付要綱、加古川市補助金等交付規則 担当課･係名 社会教育・スポーツ振興課

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 野村　眞一

対象者数（全住民に対する割合）

実施の背景

　昭和51年度より加古川市老人のための明るいまち推進協議会が主体となり、高齢者・壮年・青
少年の世代が交流し、相互理解を深め豊かな生活と住みよい環境を作るために実施してきたが、
平成23年４月、同協議会の解散に伴い、地域の絆を深める社会教育事業として当課が所管し、実
施している。

目　的
（何をどうしたいのか）

　身近な地域において、高齢者から子どもまで世代を超えた交流やふれあい事業を通して地域コ
ミュニティの活性化を図ることで、地域の教育力向上及び絆を深め、ともに支えあう社会づくり
を図ることを目的としている。

対　象
（誰・何を対象に） 94,908 世帯 91.33 ％

事業シート（概要説明書）

予算事業名 世代間交流学習会事業補助金交付事業 事業開始年度 平成23年度

上位施策事業名 地域総がかりで青少年の健全な育成を図る 担当局・部名 教育指導部

事業番号２-４ 平成29年度
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事業シート（概要説明書）
予算事業名 世代間交流学習会事業補助金交付事業 事業開始年度 平成23年度

事業番号２-４ 平成29年度

成果目標
（指標設定理由等）

高齢者・壮年・青少年の世代が交流し、地域の教育力の向上及び絆を深めるとともに支えあう地
域社会の実現に向け、できるだけ多くの町内会で取り組んでいただくことを期待し目標値90％と
している。

成果
（目標達成状況）

事
業
の
自
己
評
価

事務事業
評価結果

比較参考値
（他自治体での類似
事業の例など）

・単位自治会事業補助金（高砂市）
　【交付先】自治会　【交付金額】世帯数による
　【交付対象事業】自治会活動全般
・地域のきずなづくり支援事業補助金（小野市）
　【交付先】自治会　【交付金額】５万円または１０万円
　【交付対象事業】社会奉仕活動、教養講座開催活動、健康増進活動等
・コミュニティイベント助成事業補助金（姫路市）
　【交付先】連合自治会　【交付金額】５０万円
　【交付対象事業】スポーツ活動、文化的活動、イベント活動等

特記事項
今回調査した自治体についても町内会や自治会に補助金を交付している例は見受けられたが、事
業内容を「世代間交流」に特化している例はなかった。

事
業
成
果

□拡充　■維持　□縮小　□改善　□統合　□廃止　□休止　□完了

世代間交流学習会については、単位町内会においては実施率85％、小学校区においては100％の
実施率であり、事業の定着が見られる。また、世代間交流学習会の目的である地域の絆づくりに
ついて、目的を達成できたと感じている人が84.6％であることから、当該事業の意義は大きいと
考えられる。

今後の事業
の方向性、
課題等

補助金申請をする町内会が固定化してきており、世代間交流学習会を実施しているにも関わら
ず、手続きの煩雑さ等の理由により、申請をしない町内会がある。今後は、より効率的に補助金
を交付できるよう、手続き方法を検討する必要がある。

世代間交流学習会事業実施率（小学校区） ％ 100/90 92.9/90 92.9/90

世代間交流学習会事業目的達成度（町内会） ％ 84.6/90 調査なし 調査なし

事
業
実
績

活動実績

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ28年度 Ｈ27年度 Ｈ26年度

世代間交流学習会事業実施率（町内会） ％ 85.1/90 89.4/85 89.7/85

/ / /

単位当たりコスト 総事業費 ／ 補助金交付件数 千円 23 22 22

補助金交付件数（小学校区） 件 28/25 26/25 26/25

/ / /

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ28年度 Ｈ27年度 Ｈ26年度

補助金交付件数（町内会） 件 218/290 227/290 225/290
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（ ）

（ ）

（ ）

財務諸表URL

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

高齢者をはじめとする大人が、子どもたちに伝統文化を継承することで、地域の教育力を高め、絆を育む事業であるため。

役
職
員

特記事項

負債総額：　　　円　　　資本総額：　　　円
利益剰余金（もしくは欠損金）：　　　円

当該事業の
団体における
収支状況

団体概要

団体全体の
収支状況

その他 千円

総計 千円 収支差 千円

補助金 千円 総計 千円

その他 千円

市町村からの財政支出金 千円 人件費 千円

委託料・指定管理料 千円 その他 千円

収入 支出

国からの財政支出金 千円 事業費 千円

県からの財政支出金 千円 管理費 千円

出資比率 ％ 職員

市出資金 千円 役員

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

資本金 千円 （単位：人） 常勤
うち

（出向／OB） 非常勤
うち

（出向／OB） 監事
うち

（出向／OB）

その他 町内会支出金 2 千円 千円

総計 12 千円 総計 12 千円

補助金 10 千円 千円

その他 千円 千円

市町村からの財政支出金 千円 千円

委託料・指定管理料 千円 千円

国からの財政支出金 千円 餅つき材料 10 千円

県からの財政支出金 千円 ＬＰガス 2 千円

委託・指定管理・補助等　対象団体シート（概要説明書）
予算事業名 世代間交流学習会事業補助金交付事業 事業開始年度 平成23年度

団体名 Ａ 町内会

収入 支出

事業番号２-４ 平成29年度
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（ ）

（ ）

（ ）

財務諸表URL

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

多世代が気軽に参加できるスポーツ大会などを通して、地域の教育力を高め、絆を育む事業であるため。

役
職
員

特記事項

負債総額：　　　円　　　資本総額：　　　円
利益剰余金（もしくは欠損金）：　　　円

当該事業の
団体における
収支状況

団体概要

団体全体の
収支状況

その他 千円

総計 千円 収支差 千円

補助金 千円 総計 千円

その他 千円

市町村からの財政支出金 千円 人件費 千円

委託料・指定管理料 千円 その他 千円

収入 支出

国からの財政支出金 千円 事業費 千円

県からの財政支出金 千円 管理費 千円

出資比率 ％ 職員

市出資金 千円 役員

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

資本金 千円 （単位：人） 常勤
うち

（出向／OB） 非常勤
うち

（出向／OB） 監事
うち

（出向／OB）

その他 町内会支出金 89 千円 千円

総計 99 千円 総計 99 千円

補助金 10 千円 千円

その他 千円 千円

市町村からの財政支出金 千円 ビンゴ大会景品 22 千円

委託料・指定管理料 千円 記念品 48 千円

国からの財政支出金 千円 消耗品（準備品） 17 千円

県からの財政支出金 千円 輪投げ大会景品 12 千円

委託・指定管理・補助等　対象団体シート（概要説明書）
予算事業名 世代間交流学習会事業補助金交付事業 事業開始年度 平成23年度

団体名 Ｂ 町内会

収入 支出

事業番号２-４ 平成29年度
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（ ）

（ ）

（ ）

財務諸表URL

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

多世代が一堂に会することができるまつりを通じて、地域の教育力を高め、絆を育む事業であるため。

役
職
員

特記事項

負債総額：　　　円　　　資本総額：　　　円
利益剰余金（もしくは欠損金）：　　　円

当該事業の
団体における
収支状況

団体概要

団体全体の
収支状況

その他 千円

総計 千円 収支差 千円

補助金 千円 総計 千円

その他 千円

市町村からの財政支出金 千円 人件費 千円

委託料・指定管理料 千円 その他 千円

収入 支出

国からの財政支出金 千円 事業費 千円

県からの財政支出金 千円 管理費 千円

出資比率 ％ 職員

市出資金 千円 役員

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

資本金 千円 （単位：人） 常勤
うち

（出向／OB） 非常勤
うち

（出向／OB） 監事
うち

（出向／OB）

その他 町内会支出金 66 千円 千円

総計 76 千円 総計 76 千円

補助金 10 千円 千円

その他 千円 千円

市町村からの財政支出金 千円 賞品 35 千円

委託料・指定管理料 千円 千円

国からの財政支出金 千円 電気工事代 18 千円

県からの財政支出金 千円 食費 23 千円

委託・指定管理・補助等　対象団体シート（概要説明書）
予算事業名 世代間交流学習会事業補助金交付事業 事業開始年度 平成23年度

団体名 Ｃ 町内会

収入 支出

事業番号２-４ 平成29年度
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（ ）

（ ）

（ ）

財務諸表URL

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

町内会の枠を超え、多世代が参加できるまつりや運動会を通じ、地域の教育力を高め、絆を育む事業であるため。

役
職
員

特記事項

負債総額：　　　円　　　資本総額：　　　円
利益剰余金（もしくは欠損金）：　　　円

当該事業の
団体における
収支状況

団体概要

団体全体の
収支状況

その他 千円

総計 千円 収支差 千円

補助金 千円 総計 千円

その他 千円

市町村からの財政支出金 千円 人件費 千円

委託料・指定管理料 千円 その他 千円

収入 支出

国からの財政支出金 千円 事業費 千円

県からの財政支出金 千円 管理費 千円

出資比率 ％ 職員

市出資金 千円 役員

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

資本金 千円 （単位：人） 常勤
うち

（出向／OB） 非常勤
うち

（出向／OB） 監事
うち

（出向／OB）

その他 町内会支出金 8 千円 千円

総計 88 千円 総計 88 千円

補助金 80 千円 千円

その他 千円 千円

市町村からの財政支出金 千円 千円

委託料・指定管理料 千円 千円

国からの財政支出金 千円 消耗品費 88 千円

県からの財政支出金 千円 千円

委託・指定管理・補助等　対象団体シート（概要説明書）
予算事業名 世代間交流学習会事業補助金交付事業 事業開始年度 平成23年度

団体名 Ｄ 町内会連合会

収入 支出

事業番号２-４ 平成29年度
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